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平成 22年度(2010年度)第３回豊中市学校教育審議会 会議録 

日時 平成 22年（2010年）11月 11日（木） 18:30～20:00 

場所 豊中市教育センター 研修室１・２ 

出席委員 赤尾委員、安家委員、植田委員、小川委員、河﨑委員、中野委員、西川委員、 

伴野委員、峰岸委員、安福委員、行岡委員 

欠席委員 小柳委員、栗原委員、小早川委員、佐野委員、杉本委員、三宅委員、和田委員、 

渡邉委員 

 

【次第】 

１．議案 

○市立小・中学校の適正規模と通学区域のあり方について 

(１)教職員定数改善計画(案)による学校規模の推移について 

(２)これまでの審議のまとめ(振り返りと答申に向けて) 

 

２．その他 

(１)次回の開催日程について 

(２)その他 

 

 

【配付資料】 

（次第） 

資料１  新・公立義務教育諸学校教職員定数改善計画(案) 

資料２  これまでの審議の整理と今後の方向性 
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会長 皆さん、こんばんは。所定の時刻になりましたので、ただいまから、本年度第３回の豊

中市学校教育審議会を開会いたしたいと思います。 

まず本日の審議会の成立要件等につきまして事務局から報告をお願いいたします。 

審議会事務局 失礼いたします。豊中市学校教育審議会規則第７条の規定によりますと、「審

議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない」となっております。

現在の委員総数は１９名であり、本日、今現在１１名の方がご出席いただいておりますの

で、過半数を満たしており、審議会は成立いたしておりますことをご報告申し上げます。 

会長 次に、事務局から本日の資料の確認をお願いします。 

審議会事務局 本日の資料につきましては、事前に郵送でお届けさせていただいております、

「次第」が１枚。資料１といたしましてＡ３横サイズの「新・公立義務教育諸学校教職員

定数改善計画(案)」が１部。資料２としましてＡ３横サイズの「これまでの審議の整理と

今後の方向性」が１部となっております。 

また、前回に当日配付資料としてお配りしておりました、「児童・生徒数の現状と推計」

のうち７ページから８ページにかけまして、一部誤りがございましたので、本日、お手元

に訂正いたしましたものをご用意させていただいております。以上でございます。 

会長 皆様、お手元に資料はお揃いでしょうか。 

事務局、今７ページ、８ページの訂正ということは、見ればすぐにわかる訂正でしょう

か。私はちょっとわからないのですが。 

審議会事務局 申し訳ありません。詳細を説明させていただきますと、７ページから８ページ

にかけまして、小学校につきましての資料になっておりますけれども、そのうち、番号で

申しますと１２番の上野小学校におきまして、各年度の教室数という欄がございますが、

そのうちの「ＣＲ」これは普通教室のことでございますけれども、こちらの数値のほうが、

以前は３４ないし３５の記載であったかと思いますけれども、正しくは３６であったとい

う点が１点。２点目に、同じくその隣の「ＳＲ」が１０となっておりましたところを正し

くは９であったと。以上２点の訂正でございます。 

会長 それでは次にまいりたいと思います。本日、傍聴者はおられますか。 

審議会事務局 ただいまの時点で１名の傍聴者がおられます。 

つきましては、本会終了後に回収をさせていただきますが、本日の資料を貸し出したい

と思いますので、お諮りいただければと思います。 

会長 毎回同じ手順でございますが、規則に従ってお願いします。 

異議なしということで。よろしいでしょうか。 

それでは、次第の１、本日の議事に移ります。 

「(1) 教職員定数改善計画(案)による学校規模の推移について」となっておりますが、事

務局から説明をお願いいたします。 

 

～ 次第１ 議案 市立小・中学校の適正規模と通学区域のあり方について ～ 

(１) 教職員定数改善計画(案)による学校規模の推移について 

 

審議会事務局 引き続き失礼いたします。前回の審議会におきまして、資料の提供が間に合い

ませんでした、国の教職員定数改善計画（案）による学校規模の推移につきまして、ご説

明申し上げます。 
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資料 1をご覧ください。 

まず、１ページ目は文部科学省の資料でございます。このうち、諮問申し上げておりま

す内容に関係するものといたしましてご注目いただきたいのは、資料左側、中央に記載さ

れております表組みの「３０・３５人学級の推進」の部分になります。表にもございます

ように、平成２３年度から２７年度にかけまして、小学校におきまして３５人学級の実施

を行い、１年、間をおきまして、２９年度から３０年度にかけまして、さらに小学校１・

２年の３０人学級の実施が計画されております。中学校におきましては、平成２６年度か

ら２８年度にかけ、３５人学級の実施を計画されております。 

この内容に沿いまして、本市の児童・生徒数推計から学校規模の推移等を表したものを

２ページ以降にお示ししております。 

２ページ目は、学校規模別の校数がどのようになるのかをお示ししたものでございます。

上半分に記載しております「市立小学校の学校規模の推移」をご覧ください。上段の平成

１４年から２８年までの表組みは、現行の４０人学級編制によります学校規模の推移をお

示ししております。その表組みの平成２３年から２８年までにかけ、下段に太い線で表組

みいたしておりますのが、先ほどご説明いたしました計画(案)を反映した場合の学校規模

の推移をお示しいたしております。詳細な説明は割愛させていただきますが、すでに大阪

府におきましては、小学校１・２年を対象に３５人学級編制が導入されており、２３年に

つきましても継続されるものと見なしまして、上の表と同じ数値となっておりますが、翌

２４年以降におきましては、小規模校の状況が、１，１，３，３，３から１，０，０，１，

２となり、過大規模校の状況が、３，３，４，４，４から３，６，５，６，６と、若干、

小規模校が減り、大規模校が増加する傾向がうかがえるところでございます。 

次に、下半分に記載いたしております中学校のほうをご覧ください。中学校につきまし

ては、２６年から２８年にかけて計画の実施が予定されており、傾向といたしましては、

僅かに大規模校が増加する傾向が伺えるところでございます。 

３ページ目につきましては、これらのうち、平成２３年以降の状況をグラフ化し、視覚

的にお示ししたものでございます。 

次に、４ページ目以降でございますが、２ページ、３ページの基となる、学校ごとの状

況を参考としてお示ししたものでございます。内容的には、学校規模の状況がどうなって

いるのかということもさることながら、施設許容量的にどうなるのかを把握するための資

料となっております。 

誠に申し訳ございませんが、４ページから５ページにかけまして、１２番の上野小学校

におきまして、各年度「教室数」欄の「ＳＲ」の数値が「１０」となっておりますが、正

しくは、「９」でございますので、訂正をお願いいたしますとともに、誤記がございました

ことをお詫び申し上げます。 

さて、表中に▲印で教室不足を示しておりますが、いくつかの学校におきましては、教

室不足となる状況が懸念されるところでございます。 

具体的には、３２番の野畑小学校で、現状、教室不足を危惧しておりますが、その状況

が続くこと。３９番の東泉丘小学校におきまして、平成２５年度に新たな集合住宅の開発

の影響もあり、状況の悪化が危惧されること。また、５ページに移りまして、平成２６年

度以降になりますと、１３番・南桜塚小と３８番・桜五谷東小におきまして教室不足が進

行することをはじめ、２番・桜塚小、１２番・上野小、３０番・泉丘小、３１番・尐路小
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におきましては、普通教室数に余裕がなくなることが懸念されるところでございます。 

６ページ目以降の中学校におきましては、教室不足が発生するという状況は見受けられ

ませんが、第三中、第九中、第十七中におきまして、普通教室数に余裕がなくなることが

懸念されます。 

なお、本日、前回審議会資料の訂正ということでお配りいたしました、Ａ４横サイズの

「年度別学級数推計及び余裕教室数」につきましては、現行の４０人学級編制で算定いた

しましたものとなっておりますことを申し添えさせていただきます。 

資料１に関わりまして説明は以上でございます。 

会長 今の資料の１、定数ですね。教職員定数改善計画による学校規模の推移についてという

ことなのですが、「教職員定数改善」。これ、正式はこうでしたか？学級定数の定数改善じ

ゃなくて教職員定数の改善が正式でしたか？ 

審議会事務局 はい、１ページ目の内容につきましては、これは文部科学省のホームページよ

り、そっくりそのままダウンロードさせていただいたものをお示しさせていただいており

ますので、正式名称はそこに記載のあるとおりでございます。 

会長 アンダーラインがあるように、学級定数を見直して、新たな教職員定数改善計画。要す

るに国としてはお金がいるわけですから、教職員問題として捉えているわけですね。 

しかし現場としては学級数が足らなくなるというような問題で捉えている。だって県費

負担教職員だから豊中市は別に教員の給料を出しているわけじゃないから。教員の給料問

題はここでは関係ない。学級数が足らないんだというかたちの説明でしたね。 

審議会事務局 左様でございます。 

会長 先生の話は出てこなかったですね、全然。教職員定数改善計画なのだけれども、市町に

おいては、具体的には学級数不足というかたちで出てくると。 

審議会事務局 すみません。今回の皆様にご審議いただいております内容につきましては、学

校の適正規模及びその通学区域のあり方ということで今回諮問させていただいておりま

す。 

ですので、今回の改善計画案の内容で特に今回皆様のご審議に深く関わってくる部分に

つきましては、学級数ということで捉えていただいて結構かと思います。 

会長 たぶん同じことを言っているのだと思います。 

   ただいま、事務局から資料についてご説明がありましたけれども、具体的には、この国

の資料を見れば、要するに先生がどれだけ増えるかとかそういう要求とか人件費問題にな

ってくるんですよ、国レベルではね。 

しかし市町では、具体的には学校をどうするかという話題になってくるのですね。ご説

明がありましたように、端的に言えば教室が足らなくなることが予測される学校も出てく

ると。そのことにつきまして尐しご意見、ご質問がありましたら、委員の皆様からちょう

だいしましょう。 

   ただ、私が先ほど尐し申し上げた、２ページ目の過小規模校とか小規模校とか適正規模

校とか大規模校とか過大規模校っていう基準は、現在の４０人学級を基にした目安の数で

すから、これが３５人学級になれば、このものさしすらも変わる可能性はあるのでね。１

２、１８とかいう現在の学級数でこれを判断する意味はあまりないかもしれませんね。３

５人学級にすれば、当然学級数が増えることは分かるわけですから。これは現在の４０人

学級法でいくとこれが一つの目安になっているということですね。 
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   どうですか皆さん、何かご質問とか確認ありましたらどうぞ。 

Ａ委員 今の会長のお話で思ったのですが、３５人か４０人とか、そのあたりをまず、どちら

にするかを決めてから、教室とか学校の規模が当然話に出てくるのだろうと思うのですが、

文部科学省の動きによって人数が変わるとすると、何を基準にこれを審議していけばいい

のかなぁ、とふっと思ったのですが。 

会長 事務局、あるいは豊中市教育委員会として、国の方針をどう見ておられますか。３５人

学級への移行は大体いつ頃からあるか。どういうご判断ですか。 

企画政策室長 基本的に義務教育標準法。国が示す、学級の標準でございますとか、教職員定

数の考え方というのが全国一律に、標準として決まっておることをベースに、現状であれ

ば都道府県がそれに沿って決定をしていくと。教職員であればその都道府県の決定に従っ

て教職員が配置をされると。こういうかたちになっていくわけでございます。 

 あくまでも、本日の資料は、先だって３５人学級と申しますか、３０人学級も含めて学

級標準の見直しというのが、国のほうで具体に動きとして出てまいりましたので、それが

実現をしたとするならば、こういうかたちで豊中の各学校の学級数も変わり、いわゆる学

校規模と呼ばれるものが変わっていくということをシミュレーションさせていただいた

と。それを恐れ入りますが委員の皆さまに、尐し念頭において今後のご議論に活用いただ

ければということでございます。 

もちろん、これはあくまでも文部科学省、政府が出している案ということでございます

ので、昨日も政策コンテストでございますか、いろいろと議論もございましたし、今後の

国会情勢含め、このとおりにいくのかどうかというのは、これは正直、我々としても判断

しかねるところでございますし、実際に会長からご指摘のありました、いつこれが進んで

いくのかということについては、事務局として、見通しがたっているわけではございませ

んが、現在、文部科学省が示しております計画どおりに進むとすれば、こういう状態にな

ってまいるということをお示しさせていただいたところでございます。 

先ほど、Ａ委員からございました３５人学級がいいのか、あるいは４０人学級がいいの

かということを、特段ここで議論いただくという想定をしておるわけではございませんの

で、もちろん、３５人学級あるいは３０人学級という全体が動いていく中で、実際には、

直接的には先ほど申しました教室数の不足という問題も出てきますし、先生の数の変わり

ようというのも出てまいるわけでございますので、そのあたりを踏まえて、学校の適正規

模でございますとか、通学区域の審議に、念頭に置いていただきながら、今後の議論に活

用いただければという趣旨でございます。 

尐し説明がずれたかもしれませんが、以上でございます。 

会長 他の方いかがでしょうか。 

私の理解としては、今回のこの審議会は学校規模と通学区域のあり方について諮問を受

けていますよね。その諮問の中でこういう状況を尐し参考程度に判断してくれということ

ですよね。 

だからもし３５人学級の実現がなされれば、いわゆる小規模校は減っていく。当然、現

行基準の大規模校は増えていく。でも、そんな基準は揺れ動くのでどうでもいいのだけれ

ども、若干、教室不足の学校が出てくる可能性があるという資料ですよね。 

企画政策室長 はい、左様でございます。 

会長 どうでしょうか、何でもご質問等がありましたら。 
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Ｂ委員 資料の見方の整理を尐しだけしたいのですが、そこから読み取れることということな

のですが、傾向ですけれども。 

 ２ページの数字を見ると、今回の本テーマに焦点を合わせていくと、下段の３５人学級

のところは見ません。両方見ずに、上のほうの、従来通り４０人学級で推移しているほう

を見ると、小規模校も年々、例えば小学校でいくと増えるんですね。増える傾向なんです

ね。それで、大規模校も増える傾向にあるのです。 

３５人学級じゃないですよ、４０人学級でいったとしても、今の基準でいったとしても。 

ということは、下のほうの中学校にしても、小規模校が増えて、大規模校は横ばいになる

んですかね。 

これ小学校でいくと、小規模校が増えて大規模校が増える。ということは、豊中市全体

として、児童の偏りが発生するということですか。簡単に言えば。 

それで、中学校は小規模校が増えるということなので、大規模校がそんなにも増えない

ということなので、ここでいくと、小規模校が増えるということだから、全体の数が減っ

ているということになるんですかね？ 

そういう見方でこれ、捉えたらいいですか？ 

企画政策室長 はい、おそらく豊中の、非常に特徴的な動きだろうというように思いますが、

お手元の資料で申しますと市立小学校の学校規模の推移、今ご指摘のありました４０人学

級のほうの長い表でご覧いただきますと、一番下に児童数を記載をいたしております。 

現在の児童数が、２１，７９２人ということでございますが、以降、あくまでも推計で

ございますが、見ていただいたらお分かりいただけるとおり、国全体が尐子化ということ

は、豊中においても、例外なく、尐子化は着実に進んでいくという状況にあるわけでござ

います。 

そうとあれば、当然、学校規模というのは小さくなっていくのかというように考えるわ

けでございますが、豊中におきましては、小規模化も進むけれども、一方で、地域的に大

規模化あるいは過大規模化も進んでいくというかたちで、非常に説明の仕方は難しいので

すが、学校規模の差が広がっていくというような傾向が、いつまでも広がるとは思いませ

ん。ベーシックには尐子化というものは進行してまいりますが、この５年、６年、あるい

はもう尐しのスパンで見たところ、学校規模の差が広がっていくという傾向が見て取れる

というようにご覧いただいて結構かと思います。 

Ｂ委員 了解です。 

会長 他に何かご意見、ご質問はございませんでしょうか。ないようでしたら、次に移りたい

と思います。 

議案の２つ目ですが、「これまでの審議のまとめ」というようになっておりますが、「振

り返りと答申に向けて」ってありますが、事務局、尐しご説明をお願いできますでしょう

か。 

 

～ 次第１ 議案 市立小・中学校の適正規模と通学区域のあり方について ～ 

(２) これまでの審議のまとめ（振り返りと答申に向けて） 

 

審議会事務局 では、２つ目の議案に関しましての説明を申し上げます。 

今回の「市立小・中学校の適正規模と通学区域のあり方」の諮問につきましては、皆様
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の任期が満了となります、来年の５月末までに答申をいただきたいということで考えてお

ります。本年３月に諮問申し上げましてから、本日まで、諮問当日を含めまして、３回、

ご審議いただいたわけでございますが、来年の答申に向けて、課題を整理していただき、

答申内容の方向性をご議論いただきたく存じます。 

つきましては、これまでご審議いただきました内容を資料２にまとめさせていただきま

した。 

１ページ目の左半分に、「これまでの審議のまとめ」ということで、諮問事項の大きなく

くりとなります「学校規模」と「通学区域」に分け、さらに、学校規模につきましては「小

規模校」と「大規模校」に区分し、通学区域につきましては、「分割進学」と「通学区域の

再編」に区分させていただいております。各小項目の左側の四角い囲みにつきましては課

題と思われるご意見の趣旨を、右側の囲みにつきましては利点と思われるご意見の趣旨を

記載しております。なお、どちらとも区分し難いようなご意見につきましては、別枠とさ

せていただいております。例えば、左上の「学校規模について」の「小規模校」の部分を

ご覧ください。小規模校に関しましては、「人間関係が固定化する」「子ども同士で固定観

念がつきやすく、新たな人間関係を築きにくい」などの課題があることをご指摘され、「相

互理解が得やすい」「活躍する機会が多い」などの利点があることもご指摘されております。

また、「人間関係が固定化することにやや問題はあるが、その状況を克服することも大事」

であるとのご意見も出されておりました。 

こうした要領で、それぞれの項目に関しますご意見の趣旨を、課題と利点に分け、お示

しさせていただいております。 

このように、これまでのご審議におきまして出てまいりました意見等につきまして、答

申に向けて、議論を深めていただきたいと存じます。 

なお、皆様から出されましたご意見の詳細につきまして、２ページ以降に、「当審議会及

び今回の諮問について」「学校規模について」「中学校へ分かれて進学することについて」

「通学区域の再編について」「その他」の５項目に分けて整理させていただいておりますの

で、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

会長 すみません、２ページ以降は一応これも左右に分かれているのですが、メリット・デメ

リットに分けてあるのですか？ 

審議会事務局 ２ページ目以降につきましては、尐し資料のほうが見にくくなって申し訳ござ

いませんが、例えば２ページ目の一番上の項目、「当審議会及び今回の諮問について」と

いう左の枠がございます。上から順に丸がいくつかの項目に分けさせていただいておりま

すが、その項目の一番下までいっていただいた一番下の行の右端に、右上の矢印がついて

おるかと思います。このように流れていただきまして、右のほうの欄に移っていただいて、

上からまた降りていただくと。次の大きな太枠で区切られた下の部分につきましては再度、

左から下、今度は右上から下という形で整理させていただいております。申し訳ございま

せんがよろしくお願いいたします。 

会長 メリット・デメリットは関係ないですね、２ページ以降はね。 

審議会事務局 はい。 

会長 これまでに、５月に小規模校・大規模校校長ヒアリングを行いました。そして皆様に小

規模校・大規模校のメリット・デメリット、という分け方はあまりよくないと思うのです

けれども、その基準でいろいろお話をさせていただきました。 
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前回の９月には、いわゆる１つの小学校が２つ以上の中学校に分かれて進学する、分割

校の問題。そしてなぜ今日、分割校というものが存在するのかという、まさに歴史的な経

緯まで遡（さかのぼ）っていろいろご説明をいただきまして、我々の情報の共有ができた

というように思っております。 

それで今回は、これまでの我々の審議をもう一度整理しながら、やはり先ほどありまし

た５月までには答申をまとめなければならない。逆算すると、今回を入れてあと４回程度

しか審議会を開けないだろうと。今回を除けばあと３回程度ですね、時間的に。 

そして、これは、尐し先走りかもしれませんが、答申の作成にはいろいろ方法がござい

ます。例えば、委員がほんとに文言を決めて、出し合って、一から文言を書いていくよう

な答申もあったかと思います。しかし、これくらいの人数になりまして、問題も大きいの

で、１つの方法としては、事務局で答申のドラフト、下書きを書いていただいて、最後の

２回の審議会くらいで私たちがそれを修正していくというかたちで答申をつくるという方

法が一番現実的ではないかと思いますが、委員の皆様いかがでしょうか。 

そうしますと、私たちがこういうフリートーキングにできて、事務局がそのドラフトを

書く題材を得る機会はあと２回程度です。今回と次回。そしてその次の審議会ではすでに

ドラフトが出てくると。それに対して我々は意見を述べて、もう１回機会を得て修正し、

５月までに答申を出すということも考えられますがご意見いかがでしょうか。 

そんなに事務局に任せられないという意見もあるかもしれませんが。ご意見を。 

＜委員から異議なし、の声＞ 

それではそういうことでお認めいただきましたので、今の大体の計画で進めたいと思い

ます。 

そのことを前提として、ここでいただきました私たちの意見を振り返りながら、もう一

度、議論を深めなければならない点、曖昧（あいまい）のままにしてある点などを話し合

っていこうではないかというように思います。 

どなたからでも結構でございます。このいただきました資料２を中心に詰めていきまし

ょう。まず１ページ目、それから２ページ目くらいでいかがでしょうか。審議のまとめは

これでいいかとか、これが抜け落ちているとか、こんな意見もあったのではないかとか、

そんなことがあればありがたいです。 

確かに１ページ目の例えば学校規模につきましても、本当にいろんな意見が出ましたよ

ね。でもある程度くくっていただくとこんな感じだったのでしょうけれど、どうですか、

もっとこんな意見が出たのにというのはないですか。ちょっと文言が違うっていうのもな

いですかね。 

企画政策室長 途中で割って入って誠に恐縮でございますが、先ほど答申を、審議会の皆さま

の意見を踏まえて、事務局で案を書いていくということでご指示をいただきました。 

もちろん、そういうご指示で皆さんが合意をされましたので、事務局としてはそのかた

ちで答申の素案といいますか、下書きをつくっていかせていただきたいというように、ま

ずは受け止めをさせていただきたいと思います。 

ただ、今回ご了解いただきたいのは、「学校の適正規模及び通学区域のあり方について」

というかたちで、教育委員会といたしましては白紙諮問をしたというかたちになっており

ます。案をお示しして、こういうあり方でよろしいでしょうかというかたちの諮問の仕方

をしておりませんので、できればといいますか、かたちとして、ここで出していただいた
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皆さんの意見をなぞらえていくというかたちを中心に下書きのほうをさせていただきたい

というように思っております。その点はそういう進め方になるということはご理解をちょ

うだいしたいと思います。 

その上で、ぜひともお願いをしたいと思っておりますのは、会長の進行にもちろんお任

せをするわけでございますが、事務局として尐し戸惑っておりますのは、例えば小規模校

のところで、小規模校にはこういうメリットがありますと。あるいはこういうデメリット

がありますといういろいろなご指摘をいただいております。これは校長からの言葉もあり

ましたし、ご指摘一つひとつはもちろん真っ当なものというように理解をしておりますが、

そういたしますと答申を書いていく段階で、小規模校にはメリットもあるしデメリットも

あると。従ってメリットもあるしデメリットもあるので、小規模校についてはニュートラ

ルでいいと。別に特段触らなくてもいいというようなかたちにもっていくのか、それとも、

やはりデメリットがありながらもメリットが大きい、あるいはメリットがありながらもデ

メリットが大きいので解消すべきだというふうにもっていくのか。そのあたりの肌合いを

事務局としてはぜひつかみたいというように思っておりますし、ご議論をいただければあ

りがたいというように思っております。 

余計な付け加えで申し訳ございませんが、先ほどの答申、事務局のほうで下書きをして

いくということを受け止めさせていただいた上で、ぜひともご審議を賜りたいというよう

に思っております。よろしくお願いいたします。 

会長 繰り返しません。どうぞ委員のほうからご質問やご意見お願いいたします。 

Ｃ委員 ３ページのところなのですが、やはり、この小規模校でも書いているのは大人の目線

だと思うんですね。本当に実際通っている子どもたちはどう思っているのか。決めても結

局学校へ行くのは子どもたちですので、子どもの目線というのは大切だと思うのですが、

ただ、３ページのところにもこの「子どもたち自身の声をアンケートなど何らかの形で」

と書いてあるのですが、だけどやはり正式にアンケートの形になると、その結果で云々、

とか書いてあります。ですから、基本的には子どもが本当にどう思っているのかなぁって

ことを聞いてみることも大切かなと思うのですが。 

でもそうなってくると、今度このご意見の中にアンケートとかもあるのですが、実際大

人が決めたことを、学校へ行くのは子どもたちですので、やはり子どもの目線からすると、

「なんで大人が決めたことを…僕らこれでいいのに」と思っているのではないかなぁとか思

うのです。 

それで、ましてやそうなってきたときに、「自分たちのこと全然聞いてもらえんと、勝手

に決めて」となったときに、今度子どもたちが本当に反抗っていうか抵抗したときにかわ

いそうかなとか思ったりして。 

尐し、この今の課題からずれるかもしれないのですが、なんか活字的には大人目線で、

一体、子どもたちはどうなんだろうかなぁというのがすごく、ここへきて心配しておりま

す。以上です。 

会長 いかがでしょうか、今のご意見に対しまして。 

副会長 私もＣ委員さんの意見に賛成です。 

あのときに、確か私自身がアンケートをとったらどうだろうかという提案をしたのです

が、それに対する反対意見ありましたよね。その反対の理由は何なのか、よくわかりませ

ん。聞かせていただければありがたいです。よろしくお願いします。 
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Ｄ委員 私はそのアンケートのときにいたかどうか全然覚えてないのですが、子どもが学校に

行くということ自体がもうすでに子どもには教育が必要だという理念のもとに子どもを

学校に行かせているわけで、ある程度その親が勝手に決めたとか、大人が勝手に決めたと

子どもは言うかもわかりませんが、やはり制度そのものがもうすでに、子どもが好もうが

好まないが、学校へ行かなきゃならないわけですから、あまり細かく子どもの意見を聞い

てという次元のものではないような気がするのですね。この学校規模とか、あるいは校区

の問題とかということについては。 

それで、もし、体育大会でどんな演技に取り組むかとか、そういうことであれば子ども

が主体的な活動を支持するわけですから、アンケートは必要かと思うのですが、ちょっと

これでとるというのは…もう収集つかなくなってしまうのではないかと。保護者にアンケ

ートとっても収集がつかなくなるのではないかと思うくらいですので、私はとるというこ

とについては尐し疑問をもちます。 

Ｅ委員 前回のときも尐し話をしたかもしれませんが、この通学区域についてですが、自分自

身が小学校から中学校にあがるとき、まさしく、私は南桜塚だったのですが、分かれるわ

けなんですね、その当時。そうすると、子どもの立場で考えますと、本当に仲のいい友達

が崩れていく。それで、その分かれることが、ここに書いていますけれども、通学区域の

再編というところの２番目の丸で「将来を見越すとき、厳格に対応すべきだった」という

ようなご意見のことを書かれていますが、子どもの立場で言えば、本当にそのような思い

をもちながら分かれていくというようなところあたりが非常に大きいのかなと。 

だから、それが通学区域の再編で、今後その答申として変えていけるのかというような

難しさももちろんあるのでしょうけれども、それを審議するわけなんですが、子どもの立

場で言えばそういうような思いが自分自身にはあったと。 

だからこそ、小学校からはみんな一緒に１つの中学校に行くというようなことにはして

あげたいなと、大人の立場でもそのように自分自身は思うのですが。 

Ｃ委員 学校評議員会というのがあります。私も小学校と中学校のほうに出させていただいて

いるのですが、その中で保護者あてとか生徒児童に「学校について」「先生について」と

かアンケートがありますよね。そのときに、いろんなアンケートを見ながら議論を戦わせ

ますが、その中で、何かその通学路云々っていうのは全く書いてなかったと思います。 

それで、そのアンケート内容というのは確か、学校内で校長先生の判断であれば内容を

変えられるものなんですよね？変えられますよね。そうなったときに、もしそういうのを

とおしてでもアンケートとして詳しくなくても、「もし君たち、分かれ分かれになったけど

一緒のほうがいいのかな」とか、子どもタッチの目線で、そういうとり方も一つあるんで

はないかなと思います。 

それと、今現在ここのところの小規模とか大規模の中で、そういう評議員会で、そうい

う話題とかになっているというのを事務局でお聞きになったことはあるでしょうか。評議

員さんの中からでも。 

会長 評議員。豊中では評議員会ですけれども、その評議員会で通学区域のことが議論になっ

ていることがあるかということですか。 

Ｃ委員 はい。 

会長 いかがですか。 

義務教育課長 失礼します。評議員会のほうで通学区域に関わって議論になっているという報
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告はいただいていないというような状況でございます。 

Ｃ委員 それはそういうように投げかけてもよろしいのですか。もし、そういう心配なところ

があれば…。 

ここで大変アンケートが難しいとかいうような内容もあれば、Ｅ委員もおっしゃいまし

たけれども、やはり子どもの心を聞くにはそういうものを利用してもいいっていうのは、

一つの提案ですよね。 

会長 だと思いますけれども、どうでしょうか。 

Ｅ委員 子どもの思いというのは、私が子どものときの思いを言いましたけれども、今の子ど

もの思いも変わらないと思うのですね。 

分かれていることが当たり前というような意識のもとで子どもたちはどうしても中学校

に分かれていきますよね。 

だから、あえてこちらが、大人側が「どうですか、分かれて行くの嫌？いい？」という

ように、例えば聞いたときには、それは「嫌」っていうのは当たり前だと思うんですね。 

だからそういう意味では、子どもの意見をそこまでアンケートで聞くというようなこと

よりも、やはり子どもの意見というのは、私はおそらくそういう意見だろうと予測がつく

ので、だからそういう意味では、分かれることを実際子どもたちにそこまで下ろさなくて

も、この場で審議していくということが大事かなというようには思うのですが。 

Ｄ委員 私がアンケートを子どもに取らないほうがいいって言ったのは結局そういう意味で、

子どもに大事なことを任せるのではなくて、大人が責任をもって、子どもにどうしてやる

ことが子どもの成長とか子どもの気持ちに沿っていいことなのかということを、大人が提

言してやって欲しいという、そういうつもりで先ほど発言しました。ですから私はそちら

の委員の方といわば同じ意見だと思います。 

会長 今、アンケートという言葉に集約されていますけれども、学習者側の意見・意思をどの

ように行政に反映させるのかということだと思うんですね。 

それで、副会長、Ｃ委員は、やはり学習者の思いを積極的に取り入れるべきだとおっし

ゃるのですが、その方法が実は難しい。そこでおっしゃる子どもに対するアンケートとい

うのは、小学校１年生にもやるのですかと、こういう話になってくるのですね。 

実際問題、もう５月に答申まとめるのだから、この答申には反映できない。 

ただ書けるとすれば、今後そのような方法で、学習者の意思をきちっと取りまとめるよ

うな方法も講じられるべきではないかという書き方はできますよね。 

私が一つ懸念したのは、やはりアンケートした結果をどう行政に反映できるかですよ。

だからその責任と意志があったら、私はアンケートができると思いますが、例えば、分割

校の子どもがおっしゃるように全部同じ学校に行きたいと言ったときに「はい、そうです

か」とできるかどうかという問題ですよ。 

もちろん、「努力する」ということはできますよね。学習者がこう思っているのだから努

力するということはできるのだけれども、そこまで責任をもった態度でやれるのだろうか

と思いますが、副会長どうですかね。 

副会長 今までその、計画っていうか、その通学区域の問題にしてもやはり、大人の側で、教

育行政の側でやっていくというのが一つのいき方だったと思うのですね。 

だけれども、１９９４年に批准をされた「子どもの権利条約」の中には、「子どもの意見

の表明権」というのもあるんですね。そういう子ども不在のところで我々大人だけが決め



  12/22 

てしまって本当に良いのだろうかという疑問、根本的な疑問っていうのを私は思います。 

子どももステークホルダーであります。利害関係者なんですね。やはり子どものそうい

った意見をまったく抜きにしたところで、こういった計画をやってしまっていいのだろう

かという、そういう根本的な疑問がございます。 

ただ、今会長さんがおっしゃったように、その結果というものを本当に反映できるかど

うかというところについては、これは本当に１００％というかたちにはいかないかもしれ

ません。 

しかし、子どもの、何らかのかたちで、アンケートということにはこだわりませんけれ

ども、何らかのかたちで子どもの意向を聞くというような、そういう回路はやはりあって

しかるべきではないだろうかというように思います。 

会長 もう繰り返しません。 

   今の問題につきましては、一つの方法論だというように思っていまして、子どもの意見

を、例えば、Ｄ委員も全く聞く必要はないのだとおっしゃっているわけではなくて、何ら

かの回路で学習者の意思を確認することも大事だろうということについては、たぶん合意

ができると思うのですね。その方法が、アンケートがいいのか学校評議員会がいいのか、

いろいろ方法はありますけれども、そういうことも大事であろうということは答申に盛り

込めるかもしれませんね。学習者の思いもくみ取るようなルート、あるいは回路、あって

しかるべきではないだろうかということですね。 

Ｅ委員 すみません。その学習者の思いも大切にしながら、その子どもたちの親、保護者の思

いもやはりあると思うのですね。そこもやはり大切にして欲しいかなというように思いま

す。 

会長 あと、やはり第十一中に行きたいという思いも大事に。 

あの分割校の誕生そもそもの経緯がやはり保護者の思いでしたね。私たちは、元々この

地域の人は第三中に行っていたのに、どうして第一中に行かなければならないんだと。こ

っちからこっちは第三中に残してくれと。例えば庄内でもそうでしたね。なんで第七中に

行かなきゃならないんだ。第六中へ残してくれよという、こういう保護者の思いが分割校

をつくってきましたね。確かに。 

豊中の方ならば皆さんわかっておられるのであえて言いますが、第十一中から外しまし

ょうということに対しても第十一中に行きたいという保護者の思いがやっぱり強い。 

なぜかわかりませんが、私には。 

そういうことがあるので保護者の思いというのは実に多様ですね。でもそれを無視する

こともできない。その妥協の産物が現在の複雑な校区なのでしょうね。 

 また、今回ともう１回はこういう自由に討議できるときがありますので、私は無理から

にまとめにいかないでおこうと努力しているのですが、どんどんいろんな意見が出ればい

いかなと思っています。 

   もう３ページ目も意見が出ましたので、この資料２全体で結構です。 

Ｂ委員 アンケートの話はいったんおいていいですか。 

会長 どうぞ。 

Ｂ委員 学校規模について、小規模校と大規模校がありますということですけれども、メリッ

ト・デメリットは共々にあるんでしょうけれども、なんといっても「適正校」という名前

の学校が、そういうレベルがあるんですよね？ですので、小規模校をそのまま置いておく
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ことはよくないんですよね？基本的に。大規模校を置いておくこともよくないんですね？

ですので、今この「学校規模について」という話でいけば、これは適正校、すべての学校

が適正校の範囲にはまるように変更するというような方向で考えるんですよね？という

のが１つです。 

もう１つは、学校区域について。分割進学については、尐なくとも今の話でいくと、今

のままではよくないのではないかというようなお話なので、ないほうがいいんじゃないで

しょうかという話でしょうかね？ 

それから、通学区域の再編についていきますと、いろいろ問題はありますけれども、単

純に今の数字をみると、小学校で児童数合計が２１，７９２人ですね。これを４１校で単

純に割ると、大体１校あたり５５０人くらいですかね、簡単にいくと。ということは５５

０人平均ぐらいに収めるように校区を再編するという方向で考えるというのが１つの方

向なんですかね？だとすると、１，０００人を超えるという学校は２つに分割するのが正

しい方向だというように考えるのが正しいんですかね？もしくは、２００人くらいの学校

は２つ統合した方がいいと考えるのがいいんですかね？例えばですよ。 

それで、分割校の件でいくと、２小を１中にするということになると、２小っていって

も中学校は１８しかない。小学校は４１ありますと。それで２小を単純に１中にするとし

ても、１８中学校だから３６小学校しか対象にならないと。５つの小学校が外れるという

話なので、ここは小規模校の場合は３つを合わせて１つの中学校に行くというような方向

で校区編成を考えるというようなことですかね？ 

要は何が言いたいかというと、そういうような、何か考えるネタというか、基盤という

かメジャーというか、そういうものが何かここで合わさないとうまく議論がかみ合ってい

かないような気がするんです。ですので、そこのところ尐し一度整理しませんかね？ 

小規模校、大規模校の先ほど言った学校規模については、あくまでも適正規模の学校を

増やすというような、皆さん合意いただけるということでしょうか？これをまず合わせば

どうでしょうか。それから、分割進学はしない方がいいということで合わせたほうがいい

のか。これは、ここを合わす。それで、あと適正な学校。最後に線を引くのでしょうね。

これの線は私たちが引かないのでしょうけど、行政側が引いてくれるのでしょうけど、そ

のときの一つの答申の目安としては、例えば、５５０人というのを一つの目安としてきち

っと引きましょうと。それをベースに、例えば大規模校は分割するんだと。あるいは小規

模校をくっつけるんだというような話で考えていくということが１つの方向としていい

のかという。このあたりを尐し一度整理してみてはどうでしょうか。 

会長 事務局にお答えいただきましょう。 

そうなんですよ。共通理解できていなかったようですね。 

事務局お答えください、今の質問に対して。 

企画政策室長 大変難しい議論ですが非常に大事な議論だというように受け止めております。 

いろいろとご指摘がありましたが、まず総論的に申しますと、望ましい学校規模という

のが何か決まったものがあって、そこに向けてすべての学校をそれに合わせていかないと

いけないとか、あるいは小・中学校の通学区域の問題につきましても、すべて１００％そ

ういう方向にもっていくことが是であるというような議論の仕方は、大変そのリアリティ

の面からも含めて、難しいのではないかなというように考えています。 

あくまでも、現在、豊中市においては４１の公立小学校があり、１８の公立中学校があ
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ると。それぞれ４１小学校、１８中学校というのが、様々な経緯はありながらも現実にこ

のような通学区域を設定して、学校に通っていただいていると。これをまずはベースとし

てはもっていただきたいというようには思っております。 

事務局としてもそれをまずベースにすべきというように考えております。 

その上で、しかしながら、現実の子どもたちの学習状況あるいは生活状況、あるいは学

校運営の状況等々におきまして、これは大変看過できないような課題が発生してきている

のではないかとか、あるいはより豊中の教育を高めていくためにはこういうかたちでの整

理が必要なんじゃないかという部分について、皆様のご審議の中で、サジェスチョンいた

だければ、そういう方向で、事務局も含めて、整理を図っていきたいというように思って

おります。 

お答えの仕方が大変難しいのですが、特に私が気になりましたのは、平均５５０人とい

う数字にもっていくということは、事務局としては到底考えておりませんが、ただ、尐路

小、あるいは上野小学校の１，１００という規模が果たして、現実にどうなのかと。ある

いは南丘小学校、あるいは北丘小学校における２２０、２３０という数字が現実にどうな

のかと。そういった、あるいは第十一中学校に５つの小学校から通っていると。あるいは

第十亓中学校に対して４つの小学校からすべて一部の児童、生徒が通ってきていると。 

このような状況について、ヒアリング等々もございましたけれども、専門の皆さん方、

あるいは地域活動をされている皆さん方の意見をここで出し合っていただいて、１つの方

向をお示しいただければありがたいというように考えております。 

会長 あのね、今１点答えていただきたかったことは、事務局が適正規模とか小規模という文

科省の示している基準をどう捉えているかですよ。 

Ｂ委員は適正規模というならばそれにあてはめなければならないのではないかというこ

とを、ある種問題提起されたのですが、事務局は適正規模とか小規模という文科省の示し

た言葉をどう捉えているのですか？ 

教育長 具体的に委員さんからいろいろ意見が出ましたのが、私が最初、会長、ここの座長に

なっていただく前からいろいろご議論させていただいていた中で、今回例えば小規模校と

いうテーマのことでぜひご議論いただきたいと思っていますのは、例えば小学校であれば

最後の１人になっても学校は残せということなのかどうか。小学校の教員配置ですので、

子ども１人に対して教員が配置でき、１人の教員が全教科教えられますので、「やれ」と

言われればやれますし、そのほうが子どものためだとおっしゃるのであれば、そのことが

豊中の総意として、やはり子ども１人を大切に守っていこうということのお話がいただけ

るのかなと思っています。 

ただ中学校で生徒がただ１人残りましたとなったときに、１人に９教科の教員は配置で

きませんので、これは物理的に無理になってしまいますので、そうなったときにはやはり

廃校ということを視野に入れていただかなければいけない。 

だからご議論、例えば小規模校ということでテーマを絞って、ここでご議論いただける

のであれば、最後の１人まで面倒みろという方向性をいただけるのか、そうではなくてや

はり小学校でも複式学級、例えば１年と２年が１クラスになってしまったというところで

あれば、子どもの発達によくないから、やはりそこは廃校を視野に入れろということを言

っていただけるのかどうか。 

そういったところまで具体にお話をいただいたらありがたいというように思っていま
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す。 

大規模校とか、あと分割、その他等についても同じようなかたちで具体のご議論、これ

から進んでいくのだと思いますが、そのあたりを視野に入れていただいてお話をいただけ

ればと思っていますし、先ほどの子どものアンケートにつきましては、私がマスコミで見

る限りは、枚方市が中学校区を柔軟にしたときに、最初に子どもたちにアンケートをとっ

ていました。そうすると、「どういう理由でそこの中学校に行きたいですか？」というこ

とに対しては圧倒的に「このクラブ活動があるから」ということが大半の意見でした。自

分の行こうとしている指定校区のところの中学校に自分のやりたいクラブがないと。だか

ら変わってこちらへ行きたいということの子どものアンケートをマスコミで見ました。そ

ういうところしか尐しアンケート的にはわからないのですが、そういったかたちで例えば

進んでいいのかどうか。 

今たぶん修正されていると思いますが、そうなると、学校ではいろんな問題点が発生し

てきているみたいなので、そういったことも正しいのかどうかということもお話をいただ

きたいと思っておりますし、せっかく４つテーマが流れてきましたので、具体に、例えば

大規模校ということになりましたら、分けられるのかどうか、分けろという意見をいただ

けるのかどうか。ただ、分けるにしても、現実、豊中に空き地はありません。具体的にど

ういうかたちで進められるのかどうか。その根本に、小規模校と大規模校の根本にその指

定校区制度がありますので、ここを柔軟に見ながら、新たなものが生まれることができる

のか、可能なのかどうか。そういったところまで含めてご議論いただければありがたいな

というように思っております。 

会長 今、教育長のほうからかなり明確なリクエストがありましたが、行政の責任者らしく、

学校の統廃合をやるべきかどうか、大規模校を独立分離させるのかどうかということにつ

いて書き込んでほしいというようなこともありました。 

先ほどの適正規模についてはどうですか？事務局。どう見ておられますか？適正規模は、

本当にそれは我々の到達目標なのでしょうか。 

企画政策室長 大変難しい話なのですが、一応小学校も中学校も学校の学級数の標準は１２学

級以上１８学級以下とするというのは法令に書かれてあることでございます。 

若干、統合等の関係で２４学級まではいいだろうみたいな議論もあるのですが、それを

超えたら大規模校、あるいは、１２学級を下回ったら小規模校と。こういう機械的な整理

はあまり意味がないのかなというのは正直思っております。 

現実問題として豊中で適正規模というのは半分にも満たないというような状況でござい

ます。だからといって、多くの学校でとんでもない課題が起きているのかといえば、決し

てそうではなかろうと思っております。 

従いまして、厳格に適正規模に入る、いわゆる国のいう適正規模に入っている学校は適

正規模の学校であって、それを外れているところは極めて不適正であるというような考え

方をとっているものではございません。むしろ、大きくなりすぎるという線はどうなのだ

ろうとか、小さくなりすぎる線は、先ほど１人になってもという話がありましたが、その

あたりは見極めないといけない。それは、こういう審議会も含めて、あるいは市民もある

いは保護者も含めて、一定の合意線というのを出していかないといけないのかなと思って

おります。 

ただ、リアルな話として一点申し上げれば、適正規模の範囲を超えて、大規模校、ある
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いは過大規模校、あるいは小規模、過小規模校ということになりましたら、例えば学校の

施設を建て替えようとか、増築しようとしても、国からお金が出ないという現実問題はあ

りますが、規模の範疇（はんちゅう）から申し上げれば、厳格に適正規模の範疇を守って

いきたいというような議論をしておるつもりはございません。以上でございます。 

会長 Ｂ委員、教育長と事務局の説明はご理解いただけましたでしょうか。 

Ｂ委員 はい。教育長がお話しいただいたところはわりあい突っ込んでいただいているので、

そこまでの範疇をみて答申を出したらいいんだなということはわかります。先ほどありま

した校区そのもののあり方そのものが、厳格に校区の中で適用してやっていく今までのや

り方そのものが、それもいいのかどうなのかということもひっくるめてという話だったろ

うと思いますので、そういうところから考えたらいいんだなということで理解できます。 

それで、今の学校の５５０、私が単純にこれ計算したものなので、それを厳格に当ては

めろということは、当然のことながらないわけで。今言ったように、今現在とはいうもの

の、この中でありきでやっているわけなので、それを尊重しないというわけでももちろん

ないんです。 

ただ、何かめざすもの、目標、目的みたいなものがないと議論がかみ合っていかないの

がもったいないなぁという思いをもっているだけです。 

だから今、補足説明であった話は当然折り込み済みなのですが、でも、どうするんだと。

例えば、小規模校のことを考えたときに、今お話しいただいたように「１人ではどうやね

ん」という話がありますね。これはちょっと皆さん考えていても正直厳しいなぁと思うで

しょうね、たぶん。じゃあ１０人はどうなんだ、１００人はどうなんだ、とどこで切るん

だという話をしていくのか。そういうことを望んでおられるのかということなんですね。 

そのあたりが尐し、これから議論していく方向性として、ちょっとまだぼやけていると

ころがあるということですね。 

そのあたりはどうですか？どう考えたらいいですか？ 

会長 他の意見をもっと聞くほうがいいのかもしれないですが、尐し申し上げますと、私は先

ほど３５人の定数になったらまた変わりますと申し上げたように、この適正規模とか小規

模っていう言葉に捉われる必要は全くないです。私が何度も申しましたように、日本の学

校の５０％は単級です。６学級未満の学校が５０％あるんですよ。ですから、適正規模で

揃えるなんてことは端から無理で、これは文科省が本当に一つの例として挙げたものだけ

でございます。 

それで、どちらかというとやはり過小規模校問題を考えるときに、一般には複式学級問

題です。複式学級になったときにどうするかということでございまして、その観点からい

うと豊中市は当面その心配はないんですね。ですから、こんなことしたらもうまとめに入

ってしまいますけれども、小規模校問題というのはやはり中身の問題ですよ。その小規模

校の特性を活かした教育を実現するという答申。それを期待するという答申だろうと私は

思っています。もちろん議論してください。 

大規模校っていうのはむしろ過大規模校問題で、過大規模校になったときにどう学習権

を保障するのか、具体的に教室が足らなくなったらどうするのかということについては、

何らかの知恵を私は出さないかんと思うのです。教育長は「土地はない」とおっしゃった。

土地がない、教室が足らない、どうするのかと。その場合の、行政側がまだ依拠できる根

拠を私たちが出すべきですよね。この審議会がこういう方針を出したので、その方針に沿
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って過大規模校問題も対応していくと。そういうことをたぶん求められているのだと思う

んですよ。 

だから、議論というのは、それぞれの状況に応じて、どれだけ質の高い教育を提供する

かということですから、私はやはりいくつかの…ま、これはやめときましょう。 

そういうことだと思うんです。すみません、どうぞ。何かご意見、改めてありますか。

事務局、そういうことでしょ？適正規模問題っていうのは。適正規模というのはあくまで

も国が出している指針だけの話ですね。 

企画政策室長 はい。 

Ｆ委員 すみません。私も、本当に具体にどういう方向で、事務局としてもっていこうと思っ

ていらっしゃるのかなと思っていたら、先ほど白紙の状態であるというようにおっしゃら

れたのですが、前回のこの会のときに、小中連携の話も出てきましたね。そういうことを

一つの課題として、それらを推し進めていくためにも、できるだけ分割にならないように

というようなお話もあったかと思うんです。 

ただそのことが、この校区割りをしていくときの大きな問題とどうすり合わせて、どち

らのほうがエネルギーがいるのかなという話もあったかと思うのですが、私もずっと現場

におりまして、一番感じていたのはやはり教室がないとか、そのあたりのところをものす

ごく切実に感じていたものですから、やはり大規模校の施設・設備であるとかそのあたり

のところは大きいのではないのかなというように思っています。 

先ほど、教室の数が出てきていましたけれども、確かに、教室のＣＲというやつですね、

クラスルームですかね。普通教室に関しては、確かに学級数だけあるかもしれませんが、

今、尐人数学習であるとかいろんな、それ以外にも、例えば別室登校する子であったりと

か、いろんなことで教室が欲しいというときに、教室が本当に足らないということも現実

に起こっていますし、先日の第十一中の校長先生からも、実際に、やっぱり尐人数学習も

できない状況なんだというようなことも言われていたかと思うのですね。そのあたりのと

ころはやはり、解消していく、やはり大きな問題ではないかなというように思っています。 

会長 今、Ｆ委員のご意見を私なりに理解させていただいたのは、大規模校問題は教室不足が

生じる。その問題に対して、行政側の施策の礎（いしずえ）、基礎となるような答申をし

っかり私たちがつくるべきではないか。 

小規模校のほうにつきましては、特に、すぐに複式になるとか、そういう学校は出てこ

ないので、この問題はその中身を、教育内容を工夫するということもあるし、あるいは小

中連携などを徹底して、中学校区の横の連携、小小連携をすることによって、小規模校の

人間関係の固定化もまるく解消できるかもしれないし、そのような方策を考えてはどうか。 

まず、大規模校問題に対して、具体的な施策の基礎となるような提言を考えるべきでは

ないかというご意見と聞いたのですが、補足してください。 

Ｆ委員 いや、大規模校の問題については私ももう、自分が学校にいたときに本当に教室が足

らんということばかり言っていましたので、すごくそれは切実に感じているのです。 

それから、付け加えて言えば、小規模になったときに、やはり先生が１教科に１人であ

ったり、あるいは１教科に１人やるとちょっと人数多いから、隣の学校と２校で１人にし

てくれたらなというような教科なんかもあったりするので、できれば小規模校というのも

いろんな問題抱えていますので、やはりいくらかこう、早く改善できればなぁというのは

思っています。 



  18/22 

会長 他の委員の方、どうですか。ご意見、お考えありましたら。 

 あと１回このフリートーキングはできますので、次回の審議会の１つの柱はやはり大規

模校に対する答申の中身を尐し考えましょう。まず、大規模校。当然、今日のデータでは

教室が足らなくなる学校が出てくるということですから。具体的な校名も出ておりますし

ね。その問題をやはり尐し、我々はどういう方針で豊中市の教育行政が行われるべきかの

ことについて尐し考えましょう。建てろと言っても土地がないと言われましたので難しい

ですけれども、考えましょう。 

Ｂ委員 こういうことを考えるんですかね？私だけがずれているのかもしれないんですけれ

ど。 

 大規模校を考えますね。さっき教室が足らなくなる、現実の問題がありますねと。それ

で、傾向的には、これが一致しているかどうかわかりませんが、豊中市の中でも、この児

童数のこれからの格差というものが、数年間尐なくともは開いていきますという話もあり

ますよね。大きくは尐子化をベースにして、開いていきますよね。そうすると、何という

か、やはりどのような校区のあり方を決めても、結局のところ何年かしたら、例えば１０

年くらいを考えると、やはりこういびつに、その時はいいかもしれないけど、その時々に

よってこう、いびつに変わるんですよね。 

そういうことを考えると、大規模校の一つの解決の方法としては、大規模校に限りある

いは指定した学校区かもしれませんが、そこについては学区をある部分子どもが右の学校

に行くのか左の学校に行くのかというのを選択制にせざるを得ないのかなぁくらいのこと

ですよ。新しく学校を建てられないんだったら。そのかわり、校区の一番北の端の人が南

側のほうの学校に行くというのは、これは違う話で、北側にある人は北側に隣接している

学校へ行ってもいい。ただし、ある部分までは。「ある部分までは」というようなことを、

答申として盛り込んでいくかたちになるのですか？ 

会長 それもあります。それは従来「調整学区」といいまして、すでにあるのですが、そうい

うことも必要じゃないかということも答申に書くこともあり得ると思うんですね。 

Ｂ委員 あり得るということですね。 

会長 選択肢としてあると。選択するかどうかはやはり事務局ですね。 

Ｂ委員 ということはそういったような知恵というかアイデア出しをしてねと。議論の中でや

ってねと。 

会長 さっき教育長はそういうニュアンスだったかと私は思いますね。 

Ｂ委員 わかりました。 

Ｇ委員 もう随分意見が出たのですが、この今の各校区の数字をずっと見ているのですが、か

なり差があります。校区地図を見ましても、私は地図の向かい側に座っているので見てい

るのですが、なかなかこれをうまく、これまでも校区の問題は非常にそれぞれもめてきた

経緯もありますので、これを大きく変えるということは非常にタブーかと。いろいろ保護

者の反対もありますが、おっしゃられたように、過大校の場合は上野小と尐路小。これは

もう１，０００名超えていますよね。それがこれから相当年数経っても、やはり過大校の

ままということですので、これを、今会長がおっしゃられました調整、学区を調整すると。 

会長 そういう選択肢もあるかもしれませんねと。 

Ｇ委員 そういう選択肢もあるということですので、このあたりをやはりしっかりある程度た

たき台を出して、将来の展望に備えていくという、これはなかなか単年度や次年度でそう
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簡単にいきませんので、そういうことをやはりあげて考えていくという必要が私はあるの

ではないのかなと。 

このままにしておきますと、非常に施設の問題、それから、先ほど教育長おっしゃられ

ましたが、クラブ活動とかそういったものも非常に支障をきたしてまったくできないとい

うことになってくると思います。 

だからそのあたりを、今まではこれを触ると非常に地域の反対があったのですが、また

それぞれの校区で学力の差も現実にございます。南がどう北がどう、東がどう西がどうっ

ていうのはありますので、これはやはりできるだけレベルをあげていくように、先生方も

大変だと思いますけれども、保護者もしっかり認識をして、全体的にあげていくことを考

えていけないと、ますますその格差が広がってくると。格差をやはり、是正していくとい

う方向性で考えていかなければならないのではないのかなと。これはもう、前もＡ委員も

おっしゃられましたけれど、第十一中と第十亓中、第三中とどこ、というような比較は常

に現実の問題としてありますので、そのあたりを今後どうしていくかということになると、

やはり先生方にも非常に頑張っていただかないとならないのではないかと。 

そこで学校評議員会というのが、地域協議会と２つできましたが、学校の運営について

外から見て、できるだけ学校運営がよりレベルがあがるように、やはり建言（けんげん）

していくということが１つの組織の建て前ですので、当然それは子どもたちとか、先生方

からもアンケートをとって、その結果を検証して、どこをどうしたらよくなるのかという

ことも現在並行してやっておりますので、地域教育は地域教育のレベルをあげるというこ

とをやっておりますから、そのあたりをうまく活かして、アンケートをとってみてはどう

かという意見がありましたので、強迫的な考え方じゃなしに、一歩、向き合って、前向き

に豊中のレベルをあげていくと。 

すると今まで発展してきた過程が、前にも申し上げましたが、ありますので。それに沿

って学校をつくってきましたので。空き地のあるところを。 

ですから、全部スクラップ＆ビルドということは１００％不可能な話ですから、今ある

施設をどういうように有効に活かしていくかということに心を砕いていく必要が私は、

我々も、行政も一体となって、やっていくということが、できるだけ前向きな方向でやは

り考えていかないと。ダメだ、ダメだ、と言っていたら物事始まりませんので。ぜひそう

いうことで会長、よろしくお願いいたします。 

会長 はい。繰り返しませんが、そういうご意見もちょうだいいたしました。 

 私が尐し気になるのは、今学区の問題も出ましたが、一応私たちは学区を開放する、学

校選択制についても一応議論しないといけないと思うんですよ。 

もう関東地方では決着がついたという人もいます。 

言っていいのかな、政権の姿勢もあるんですよ。現政権は、学校選択制は新自由主義の

権化であるということで否定している側面があるので推進はされていませんが、政権が変

わるとまたわかりませんよ。 

だって、自分の子どもの行きたい学校が、どうして親が決められないんだというこの基

本的な答えを否定するのは、なかなか難しいんですよね。 

学校選択制については議論してこなかったじゃないですか、時間をとって。だから一応

我々は議論をしたと。しかし、学校選択制について、その採用すべきという結論に至らな

かったとか、あるいは至ったとか。それを尐し次回に触れないといけませんね。やはり答
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申にはそのことは触れないとだめですよ。校区審の問題だったら。だから、関東地方の状

況とか、群馬県はどうしたとか前橋はどうしたとか。最近東京２３区の１９はどうなのか

とか、ちょっとしたデータだけでもあって、我々の総意は示す必要はあるでしょうね。 

まぁ、それは学校選択制にしたらもうその課題は全部なくなりますわ。それで終わりで

すから。そういう結論もあるんですよ。だからちょっと議論しましょう。 

Ｇ委員 その代わりそこへたくさん集中してしまうので、それこそ試験しないといけなくなる。 

Ｂ委員 そういうことだから基準がいるのではないかなとさっきから話を…。 

会長 そこはもう教室数でやるんですよ。 

Ｇ委員 いろんな選択肢はやはりこれからね…。叩いていかなければならないと思います。 

Ｂ委員 校区を今まで通り厳格に適応してやるのか、そうじゃなくてもっとそこもひっくるめ

てやるのかというそこのベース、基本のベースを合わさないとかみ合わないのではないか

なということをさっき言っていたんですよ。 

会長 いや、それも議論なんですよ。 

Ｂ委員 それも議論？ 

会長 議論です。だから校区というものをかなり厳密に考えるのか、大規模校においては調整

学区も視野に入れるのか、それとももう完全な選択制をするのかということについて我々

は議論をしたと。それで、このような可能性があるが、ということで、あとは事務局です

よ、それは。 

行政はなかなか実施するのは難しいですからね。と思います。ただ、調整学区っていう

のは実は大阪府下ではもう廃止の方向ですね。むしろ大阪は校区というものを大事にして

いこうということなんですよ。それで、そうなったときに分割校の存在もまた気になって

くるんですね。 

次回に尐し触れましょう。その選択制の問題についてはね。議論もした理由も。 

事務局どうですか、難しい顔しておられますけれど。それは資料的に難しいんですか。 

企画政策室長 大変難しい議論をお願いしておりますので、事務局として学校選択制について

のデータも示したらという、確かそういうご指摘だと思いますが、事務局のほうで収集で

きる範囲では整理してお示しもしていきたいと思います。 

それで、先ほど申しました、大変難しい議論をお願いしているというところもございま

すので、事務局にこういう資料があれば出しなさいというようなことがございましたら、

またご指示いただければ、期間も限られておりますので、どこまで丁寧な整理ができるか

わかりませんが、特にそういうご指示がありましたら、おっしゃっていただければ、事務

局のほうで精一杯、審議の環境を整えていきたいというように思っております。よろしく

お願い申し上げます。 

会長 他にどうでしょうか。 

今日は大体６時半から始めましたので、８時ぐらいを１つのめどには考えているのです

が、あとまだ５，６分もあるんですが、事務局からの連絡もちょっとありますので、あと

お１人、お二方ぐらいのご意見もちょうだいできるかなと思うのですが。 

Ａ委員 すみません。とっても不真面目な意見というのか、お話になると思うのですが、何年

か前に東豊台小学校のほうで私たちいろいろとおしゃべりしていましたときに、小学校の、

豊中市内を全部というわけにはいかない、子どもが通うのには遠すぎたりしますから…。

ですが、３つか４つくらいをまとめて、その学校で生徒をどういうふうに集めるか。それ
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には校長さんの資質もだいぶ影響してくるだろうと。「おもしろいよね、あの校長のとこ

ろには行かんほうがいいよ」とか。そのような話が出たりすると、おもしろいよね、３つ

か４つくらいの学校がそういうように校長さんとか、校長さんが悪いだけじゃないんです

が、先生方がいらして、あの先生のいる学校行きたいよねとかいうように、３つか４つく

らいまとめて、このあたりで、東豊中のいくつかの学校だけでもそういうように、子ども

たちが「あの学校行きたいね、というようなことができたらいいのにね」、「みんなで一度、

のろしをあげようか」、なんていう話をしたことがあるんです。 

そういうかたちで、今必ずしも、第十一中がいいとかどこがいいとかということではな

く、「ああいう学校より小規模でもこういう学校があるやないか。うちの子はあそこの学校

のほうがいいと思う、ただ、ここに住んでいるから第十一中でしようがないけど」という

保護者もきっといらっしゃるだろうと思いますから。 

そういう意味で、ちょっと全部とはいかないけど、豊中市内の小学校を４つか５つに分

けて、そこで子どもたちが親と一緒に、「うちはここの学校がいいよ。今度の校長さん、ど

うも話がなかなか」とか、そういうようなところで、「親と子どもが選択して行ける、そう

いう学校になったらいいのにね」という話を、よく東豊台小学校で校長さんなんかと先生

方と一緒に、何度かおしゃべりしたことがあるんです。「校長さんしっかりしなさいよ、東

豊台には誰も来なくなるよ」なんて言って。そんなことを校長さんに言ったりしながら、

おしゃべりしていたことがあるんですけれど、そういうような、親と子が一緒になって選

べる、豊中市全域ではなく、ある程度区域を決めないと小学校の場合は通学の安全面のこ

とがありますから、だけど、そのような学校というのも素敵だなっていうのは、何十年か

前の東豊台小ができた時分にはよく、そんな話をしたことが、今ふっと思いだされました

ので、一言おしゃべりしました。 

会長 いや、Ａ委員。今ようやく国が、そのお話の意見に近づきまして、地域協働学校みたい

な発想が出まして、次回に私が資料も出しますけれども、２億円の予算つけて、２中学校

区、３中学校区くらいのコミュニティをつくれないかと。その２中学校区３中学校区くら

いで協働子育てできる学校ができないかと。その中ではもちろんどの小学校に行ってもい

いんです。だってコミュニティだから。それは選択制じゃないんです。地域協働型、地域

協働学校をつくれないかという発想を今、国が出していますので、そんなことを豊中市も

考えだしたらウキウキしますね。 

それをまぁ具体化するかどうかは事務局ですけれどもね。 

それを選択制と言うかは別ですよ。でもそういう議論を我々は踏まえてもいいんじゃな

いんですか。夢のある、夢を語れるような。 

Ｃ委員 数年前に私たちも同じようなこと言っていまして、テレビで、確か関西テレビで和歌

山がそういうことやっているのを…そうですよね？ちょっとその後、それがどうなったの

かまた知りたいんですけれど、また教えてください。お願いします。確か和歌山でやって

いるということを聞いたので。 

会長 でもたぶん中高連携ではないですか？ 

Ｃ委員 中高ですかね？ 

会長 １つの高校、塾に複数の中学が連携組んでやるっていうことはやっていますね。 

確かにそれは先ほど、Ｂ委員からありましたように、既存の学校も絶対的なものにする

のか、特定校において柔軟性にするのか、市全域で、例えば地域協働学校構想をもつのか、
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市全域で選択制にするのか。 

でも市全域でありませんね、品川も最初は４つに分けてやったわけですから。豊中も４

つに分けてもいいし、ある程度の中学校を例に出して、受けるか受けないかは地域教育協

議会やすこやかネットに判断してもらったらいいわけですから。そういうこともあり得ま

すよね。 

楽しくなってきましたね、終わりに近づいて。本当は私はそんな縦横無尽な議論をする

ほうが好きなんですけど、やっぱり事務局のことも考えながら実現可能な答申を書くのも

我々の責任ですから。 

次回、大規模校問題、それからそもそも校区問題みたいなものをやりましょう。もちろ

ん小規模校の問題、あるいは小中連携の問題にも触れないといけないかもしれません。あ

と１回しかないかもしれませんが、そんなところで今日のところは一応時間になったとい

うところでよろしいでしょうか。 

すみません、事務局。事務連絡あったらよろしくお願いいたします。 

 

～ 次第２ その他 ～ 

(１)次回の開催日程について 

 

審議会事務局 長時間にわたりましてご議論いただきましてありがとうございました。事務局

からの連絡といたしましては１点、次回の審議会の開催予定、日程の調整のことについて

でございますが、事務局のほうといたしましては、委員の皆さまにおかれまして、本日ご

議論いただきました記憶の新しいうちに開催いたしたいところでございますが、何せ時期

的に年の瀬を迎えることもありまして、今のところまだ具体に、これぐらいの時期でお願

いします、ということは考えておりません。 

つきましては、前回同様に会長とご相談させていただいた上、後日、皆様には日程調整

につきまして、具体な日付で、この期間内でいかがでしょうか、ということでご連絡させ

ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

会長 はい。それではこれで、第３回の審議会を終了させていただきます。皆様、ありがとう

ございました。 


